
令和6年分（令和7年度）
所得税確定申告所得税確定申告
・町県民税申告・町県民税申告
所得税確定申告所得税確定申告
・町県民税申告・町県民税申告
所得税確定申告
・町県民税申告

・予約をしないで来場された場合、対応しかねることがあります。
・重複して予約した場合、予約取消となることがあります。

町会場での所得税確定申告、町県民税申告の申告相談は事前予約制です。
「ネット予約」または「電話予約」をしてください。

一時所得、配当所得、譲渡所得、準確定申告（亡くなった方の申告）、
住宅ローン控除（適用の初年分のみ）、繰越損失の申告、雑損控除、青色申告、
令和5年分以前の申告

次の申告は税務署の会場で申告してください。町の会場では受付できません。

申告相談

申告会場 役場3階第2会議室　特設会場
※松枝交流センター・総合交流センターでの開設は行いません。

開設期間

受付時間

2月17日（月）～3月17日（月）　※土日・祝日を除く

午前の部

①9：00～9：30

②9：30～10：00

③10：00～10：30

④10：30～11：00

⑤11：00～11：30

⑥11：30～12：00

午後の部

⑦13：00～13：30

⑧13：30～14：00

⑨14：00～14：30

⑩14：30～15：00

⑪15：00～15：30

⑫15：30～16：00

予約方法

ネット予約

電話予約

ネット予約は、町ホームページからいつでもできて便利です！
町公式LINEのトーク画面にも、予約フォームにとぶボタンが
あります。 予約フォーム▶

受付期間 1月14日（火）～3月13日（木）
※希望日の2日前まで。希望日の前日と当日は電話予約のみ。
※予約状況により、受付終了前に締め切ることがあります。

受付時間
予約方法 ①町ホームページの予約フォーム（1月14日から公開）へアクセス

②申告する収入の種類を選択

24時間対応

受付期間
受付時間

予約方法

1月20日（月）～3月17日（月）　※土日・祝日を除く
午前8時30分～午後5時15分　※最終日の3月17日は午後3時まで

③希望する日時を選択（8ページ「開設期間」「受付時間」参照）
④氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスなどを入力
※申告する方と来場者が違う場合は、来場者の氏名なども入力
※入力したメールアドレスに申し込み完了メールが届きます
⑤表示される連絡事項や当日の持ち物を確認
⑥予約番号「KASA‐〇〇〇〇〇〇〇〇（数字8桁）」が表示されたら、予約完了
※予約の変更やキャンセルは、事前に電話（☎388‐1112）でご連絡ください。
　（受付：午前8時30分～午後5時15分※土日・祝日を除く）
※予約のキャンセルのみ、申し込み完了メールに記載のURLからも手続きができます。

町の申告会場で受付できる収入
受付できない収入

・・・事業収入、給与収入、不動産収入、雑収入
・・・株の配当や土地の売買などの収入

1Point

2Point

※住民税の0円申告をされる場合は税務課窓口で受付けます。（予約不要）

①役場税務課　☎388‐1112　に電話し、「申告の予約をしたい」旨を伝える
②予約担当者に予約情報を伝える
※（ア）→（イ）→（ウ）の順番にお伝えください。
　（ア）申告者（申告する方）の氏名、住所
　（イ）来場者（当日会場にお越しになる方）の氏名、住所、電話番号
　（ウ）予約者（電話をかけているご本人）の氏名、住所、電話番号
③お伝えする予約番号をメモする
※予約の変更やキャンセルは、事前に電話でご連絡ください。
　（受付：午前8時30分～午後5時15分　※土日・祝日を除く）

令和7年1月号
第1172号8 令和7年1月号

第1172号 9

C K C K



令和6年分（令和7年度）
所得税確定申告所得税確定申告
・町県民税申告・町県民税申告
所得税確定申告所得税確定申告
・町県民税申告・町県民税申告
所得税確定申告
・町県民税申告

・予約をしないで来場された場合、対応しかねることがあります。
・重複して予約した場合、予約取消となることがあります。

町会場での所得税確定申告、町県民税申告の申告相談は事前予約制です。
「ネット予約」または「電話予約」をしてください。

一時所得、配当所得、譲渡所得、準確定申告（亡くなった方の申告）、
住宅ローン控除（適用の初年分のみ）、繰越損失の申告、雑損控除、青色申告、
令和5年分以前の申告

次の申告は税務署の会場で申告してください。町の会場では受付できません。

申告相談

申告会場 役場3階第2会議室　特設会場
※松枝交流センター・総合交流センターでの開設は行いません。

開設期間

受付時間

2月17日（月）～3月17日（月）　※土日・祝日を除く

午前の部

①9：00～9：30

②9：30～10：00

③10：00～10：30

④10：30～11：00

⑤11：00～11：30

⑥11：30～12：00

午後の部

⑦13：00～13：30

⑧13：30～14：00

⑨14：00～14：30

⑩14：30～15：00

⑪15：00～15：30

⑫15：30～16：00

予約方法

ネット予約

電話予約

ネット予約は、町ホームページからいつでもできて便利です！
町公式LINEのトーク画面にも、予約フォームにとぶボタンが
あります。 予約フォーム▶

受付期間 1月14日（火）～3月13日（木）
※希望日の2日前まで。希望日の前日と当日は電話予約のみ。
※予約状況により、受付終了前に締め切ることがあります。

受付時間
予約方法 ①町ホームページの予約フォーム（1月14日から公開）へアクセス

②申告する収入の種類を選択

24時間対応

受付期間
受付時間

予約方法

1月20日（月）～3月17日（月）　※土日・祝日を除く
午前8時30分～午後5時15分　※最終日の3月17日は午後3時まで

③希望する日時を選択（8ページ「開設期間」「受付時間」参照）
④氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスなどを入力
※申告する方と来場者が違う場合は、来場者の氏名なども入力
※入力したメールアドレスに申し込み完了メールが届きます
⑤表示される連絡事項や当日の持ち物を確認
⑥予約番号「KASA‐〇〇〇〇〇〇〇〇（数字8桁）」が表示されたら、予約完了
※予約の変更やキャンセルは、事前に電話（☎388‐1112）でご連絡ください。
　（受付：午前8時30分～午後5時15分※土日・祝日を除く）
※予約のキャンセルのみ、申し込み完了メールに記載のURLからも手続きができます。

町の申告会場で受付できる収入
受付できない収入

・・・事業収入、給与収入、不動産収入、雑収入
・・・株の配当や土地の売買などの収入

1Point

2Point

※住民税の0円申告をされる場合は税務課窓口で受付けます。（予約不要）

①役場税務課　☎388‐1112　に電話し、「申告の予約をしたい」旨を伝える
②予約担当者に予約情報を伝える
※（ア）→（イ）→（ウ）の順番にお伝えください。
　（ア）申告者（申告する方）の氏名、住所
　（イ）来場者（当日会場にお越しになる方）の氏名、住所、電話番号
　（ウ）予約者（電話をかけているご本人）の氏名、住所、電話番号
③お伝えする予約番号をメモする
※予約の変更やキャンセルは、事前に電話でご連絡ください。
　（受付：午前8時30分～午後5時15分　※土日・祝日を除く）

令和7年1月号
第1172号8 令和7年1月号

第1172号 9

C K C K



所得控除の確認をお忘れなく！

書類の準備が必要な所得控除

　所得控除とは、課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く仕組みのこ
とです。控除の対象者が必要書類を添えて申告することで、課税対象の所得が減額
されて税額も減りますので、申告をする前に所得控除についても確認しましょう。
　なお、次の3つの所得控除は事前に書類を作成したり、担当窓口で交付申請する
必要がありますので、早めの準備をお願いします。

c税務課　☎388‐1112

要　件

申告の
添付書類

申告
できる方

担当窓口

医療費控除
（ⓐⓑどちらかを選択）

医療費が10万円（総所得
金額等が200万円未満の場
合はその所得等の5%）を超
えた場合

医療費控除の明細書

※明細書は、病院の領収書や薬局のレシートから、ご
自身で作成してください。

医療費・医薬品購入費を支払った本人または生計を
一にする配偶者やその他親族

税務課
☎388‐1112

ⓐ医療費控除 ⓑセルフメディケーション税制

対象の医薬品購入費が
12,000円を超えた場合
（健康の保持や増進、疾病の予防
など一定の取り組みを行っている
こと）

特定一般用医薬品等
購入費の明細書

※注1

要介護認定を
受けている方の
障害者控除

障がい者などに準ずる方
（65歳以上で介護認定を受けて
いる方のうち、障害者手帳の交
付を受けておらず、町要領の規
定に該当する方）

障害者控除対象者
認定書

「障害者控除対象者認定
書」の交付を受けた65歳
以上の方またはその方を
扶養している方

健康介護課
☎388‐7171

空き家の譲渡所得
特別控除の特例

「相続した空き家」や「相
続した空き家を取り壊し
た後の土地」を売却した
場合　※注2

被相続人居住用家屋等
確認書

相続した空き家や土地を
売却した相続人

建設課
☎388‐1117

▲注1
特定一般用医薬品等の対象となる医薬品

（厚生労働省ホームページ）

▲注2
被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例

（国税庁ホームページ）

当てはまる方はご確認ください

■ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している方
　ワンストップ特例制度を申請していても、医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例制度
が無効となり、町県民税の寄附金控除が適用されません。確定申告をする方は、寄附先の自治体から
発行される「寄附金受領証明書」などを添付し、忘れずに寄附金控除も申告しましょう。

c税務課　☎388‐1112

確定申告は国税庁ホームページ「e‐Tax」で

　e‐Taxとは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を税務署へ電
子送信することができる国税電子申告・納税システムのことです。
　また、マイナンバーカードとカードの読取機能があるスマートフォンがあれば、マイナポータル連携を利
用してふるさと納税、地震保険料などの情報をまとめて取得して申告書に自動入力できます。

■国民健康保険に加入している方
　「医療費のお知らせ」通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することが
できます。「医療費のお知らせ」通知の送付には、受診から3～4か月かかりますので、確定申告の時
期に間に合わない11月と12月診療分は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その
明細書を申告書に添付してください。

c住民課　☎388‐1115

c税務課　☎388‐1112

会場に行かずに申告できる方法があります

町県民税の申告書作成は町ホームページで

令和6年分の「申告書作成コーナー」は1月上旬から利用できます。

　町ホームページの「笠松町　町民税・県民税の税額試算・申告書作成コーナー」では、源泉徴収
票の内容（収入金額や所得控除など）を入力することで町県民税の申告書を作成することができます。
作成した申告書を役場税務課に郵送または窓口に提出すれば、申告会場に行かなくても申告できま
す。（電子申告・メールによる提出はできません。）

　申告書を自宅で作成・送信（郵送）すれば、事前予約をしたり申告会場に出向くことなく申告を
済ませることができます。ご自宅で申告書を作成してみませんか？

確定申告書等
作成コーナー

国税庁ホームページ
町民税・県民税の

税額試算・申告書作成コーナー

町ホームページ

注1：特定一般用医薬品等購入費の対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
注2：適用要件などは、国税庁のホームページをご参照ください。

税務署からのお知らせ
　令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印は押しませんので、申告書等の正本（提出
用）のみの提出（郵送）をお願いします。

従業員
 大募集

令和7年1月号
第1172号10 令和7年1月号

第1172号 11
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所得控除の確認をお忘れなく！

書類の準備が必要な所得控除

　所得控除とは、課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く仕組みのこ
とです。控除の対象者が必要書類を添えて申告することで、課税対象の所得が減額
されて税額も減りますので、申告をする前に所得控除についても確認しましょう。
　なお、次の3つの所得控除は事前に書類を作成したり、担当窓口で交付申請する
必要がありますので、早めの準備をお願いします。

c税務課　☎388‐1112

要　件

申告の
添付書類

申告
できる方

担当窓口

医療費控除
（ⓐⓑどちらかを選択）

医療費が10万円（総所得
金額等が200万円未満の場
合はその所得等の5%）を超
えた場合

医療費控除の明細書

※明細書は、病院の領収書や薬局のレシートから、ご
自身で作成してください。

医療費・医薬品購入費を支払った本人または生計を
一にする配偶者やその他親族

税務課
☎388‐1112

ⓐ医療費控除 ⓑセルフメディケーション税制

対象の医薬品購入費が
12,000円を超えた場合
（健康の保持や増進、疾病の予防
など一定の取り組みを行っている
こと）

特定一般用医薬品等
購入費の明細書

※注1

要介護認定を
受けている方の
障害者控除

障がい者などに準ずる方
（65歳以上で介護認定を受けて
いる方のうち、障害者手帳の交
付を受けておらず、町要領の規
定に該当する方）

障害者控除対象者
認定書

「障害者控除対象者認定
書」の交付を受けた65歳
以上の方またはその方を
扶養している方

健康介護課
☎388‐7171

空き家の譲渡所得
特別控除の特例

「相続した空き家」や「相
続した空き家を取り壊し
た後の土地」を売却した
場合　※注2

被相続人居住用家屋等
確認書

相続した空き家や土地を
売却した相続人

建設課
☎388‐1117

▲注1
特定一般用医薬品等の対象となる医薬品

（厚生労働省ホームページ）

▲注2
被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例

（国税庁ホームページ）

当てはまる方はご確認ください

■ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している方
　ワンストップ特例制度を申請していても、医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例制度
が無効となり、町県民税の寄附金控除が適用されません。確定申告をする方は、寄附先の自治体から
発行される「寄附金受領証明書」などを添付し、忘れずに寄附金控除も申告しましょう。

c税務課　☎388‐1112

確定申告は国税庁ホームページ「e‐Tax」で

　e‐Taxとは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を税務署へ電
子送信することができる国税電子申告・納税システムのことです。
　また、マイナンバーカードとカードの読取機能があるスマートフォンがあれば、マイナポータル連携を利
用してふるさと納税、地震保険料などの情報をまとめて取得して申告書に自動入力できます。

■国民健康保険に加入している方
　「医療費のお知らせ」通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することが
できます。「医療費のお知らせ」通知の送付には、受診から3～4か月かかりますので、確定申告の時
期に間に合わない11月と12月診療分は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その
明細書を申告書に添付してください。

c住民課　☎388‐1115

c税務課　☎388‐1112

会場に行かずに申告できる方法があります

町県民税の申告書作成は町ホームページで

令和6年分の「申告書作成コーナー」は1月上旬から利用できます。

　町ホームページの「笠松町　町民税・県民税の税額試算・申告書作成コーナー」では、源泉徴収
票の内容（収入金額や所得控除など）を入力することで町県民税の申告書を作成することができます。
作成した申告書を役場税務課に郵送または窓口に提出すれば、申告会場に行かなくても申告できま
す。（電子申告・メールによる提出はできません。）

　申告書を自宅で作成・送信（郵送）すれば、事前予約をしたり申告会場に出向くことなく申告を
済ませることができます。ご自宅で申告書を作成してみませんか？

確定申告書等
作成コーナー

国税庁ホームページ
町民税・県民税の

税額試算・申告書作成コーナー

町ホームページ

注1：特定一般用医薬品等購入費の対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
注2：適用要件などは、国税庁のホームページをご参照ください。

税務署からのお知らせ
　令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印は押しませんので、申告書等の正本（提出
用）のみの提出（郵送）をお願いします。

従業員
 大募集
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小中学校に入学するお子さんの保護者の皆さんへ
「入学通知書」が届きます
　4月に小中学校へ入学するお子さんの保護
者の皆さんへ、1月下旬に「入学通知書」をお届
けします。「入学通知書」は、入学式に学校へお
持ちください。
　次のいずれかに該当する方や、入学について
の相談がある方はご連絡ください。
■国立・私立など、指定された学校以外の学校
に入学する場合
■既に住所を変更した場合、または入学日まで
に住所を変更する場合
■入学通知書の記載事項に誤りがある場合
■入学通知書が届かない場合
d羽島郡二町教育委員会　学校教育課

☎245‐1133

国保の届け出をお忘れなく！
　国民健康保険（国保）に加入していた方が、勤務先の社会保険など他の医療保険に加入したとき
は、国保をやめるための手続きが必要です。
　届け出が遅れると、国民健康保険税が納めすぎとなる可能性があります。手続きの方法など、詳し
くはお問い合わせください。
n住民課　☎388‐1115

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座
　精神の疾患（発達障害含む）の正しい知識を得ることで理解を深めることを目的に養成講座を開
催します。

①1月24日（金）　　②1月29日（水）
いずれも午後2時～3時30分（受付：午後1時30分～）
①本巣市　糸貫ぬくもりの里　　②羽島市　福祉ふれあい会館
無料（要申込）
30人程度
電話またはFAXにて事前申し込み
1月18日（土）

e支援センターふなぶせ南　☎201‐6711　FAX201‐6712

就学費の援助
　経済的な理由でお困りの小中学生の保護者
の方に、就学に必要な経費を援助します。
　現在、就学援助を受給している方も、毎年申
請が必要です。

小中学校にある「令和7年度就学
援助申請書」に必要書類を添えて提出
■令和7年度に援助を希望する方（継続申請者
含む）

2月25日（火）
在籍する学校

■令和7年度新入学予定で、新たに援助を希望
する方

2月13日（木）
羽島郡二町教育委員会

c羽島郡二町教育委員会　総務課
　☎245‐1133

　最初の新規検査から13年以上経過した軽自動車（電気自動車などは除く）には、
重課税率が適用され、次の金額となります。

※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
※廃車・住所変更・名義変更を行った場合は、軽自動車検査協会事務所で軽自動車の異動手続きが必
要です。

税　金　に　関　す　る　お　知　ら　せ

軽自動車税種別割の税額をご確認ください
13年経過した軽自動車をお持ちの方へ

固定資産税の申告が必要です
償却資産をお持ちの事業主の方へ

種　　別

年　　　税　　　額

平成24年4月1日～
平成27年3月31日 平成27年4月1日以降重課税率適用

平成24年3月31日以前

四輪乗用

四輪貨物

営業用
自家用
営業用
自家用

5,500円
7,200円
3,000円
4,000円

6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

8,200円
12,900円
4,500円
6,000円

最初の新規検査年月

　11月下旬に償却資産（固定資産税）の申告書を郵送しましたが、対象資産をお持ちで申告書が届い
ていない方はご連絡ください。

1月1日現在、町内で事業（工場、商店、駐車場、アパート、発電量10KW以上の太陽光パネル
による売電など）を営んでいる方で償却資産（土地・家屋以外の事業用資産）を所有している方

・構築物（フェンス、舗装路面など）
・機械（建設用重機、太陽光発電設備など）
・器具、備品（コピー機、パソコンなど）

1月31日（金）
※電子申告や郵送による提出もできます。
c税務課　☎388‐1112

日時

場所
参加料
定員
申込方法
申込締切

申請方法

申請期限
申請先

申請期限
申請先

対象者

償却資産の例

提出期限

お　知　ら　せ

Information Box 町からのお知らせ
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